
平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

告

示

生
活
保
護
法
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指

一

定生
活
保
護
法
に
基
づ
く
施
術
者
の
指
定

一

生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関

二

等
の
廃
止
の
届
出

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在

二

地
等
を
確
知
で
き
な
い
事
実
の
公
表

右

同

二

右

同

三

道
路
の
位
置
指
定

三

右

同

三

右

同

三

目

次

ペ
ー
ジ

公

告

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

四

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定

五

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

五

建
設
業
法
に
よ
る
建
設
業
者
の
処
分

五

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

六

右

同

七

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
等
の
公

八

示

正

誤

平
成
十
四
年
九
月
二
十
四
日
付
け
奈
良

八

県
公
報
第
千
四
百
一
号
正
誤
表

告

示

奈
良
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
。

平
成
十
四
年
十
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

医

療

機

関

の

名

称

医

療

機

関

の

所

在

地

指

定

年

月

日

下
村
医
院

北

城
郡
当
麻
町
当
麻
四

二

平
成
十
四
年
九
月
一
日

山
本
ス
キ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク

生
駒
市
山
崎
町
四

五

ビ

ル
二
階

平
成
十
四
年
八
月
二
日

橿
原
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

病
院

橿
原
市
田
中
町
一

四
番
一

平
成
十
四
年
九
月
一
日

ス
マ
イ
ル
薬
局
幸
町
店

大
和
高
田
市
幸
町
二

一

サ
ン

ル
ピ
ナ
ス
一
階

平
成
十
四
年
八
月
二
十
日

（
社
）
奈
良
県
看
護
協
会
立

橿
原
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
い
ま
い

橿
原
市
今
井
町
三
丁
目
三
番
一
二
号

平
成
十
四
年
七
月
二
十
四

日

（
社
）
奈
良
県
看
護
協
会
立

橿
原
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
か
も
き
み

橿
原
市
醍
醐
町
四
二
番
地
の
二

平
成
十
四
年
七
月
一
日

奈
良
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
施
術
者
の
指
定
を
し
た
。

平
成
十
四
年
十
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

施
術
者
の
氏
名
及
び
住
所

施
術
所
の
名
称
及
び
所
在
地

指

定

年

月

日



奈
良
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
等
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
十
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
旨
を
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、

同
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
た
日
を
も
っ
て
当
該
宅
地

建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

平
成
十
四
年
十
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

商
号
又
は
名
称

ハ
ウ
ス
吉
岡

二

代
表
者
氏
名

吉
岡
忠
義

三

免
許
番
号

奈
良
県
知
事
（
五
）
第
二

九
三
号

四

免
許
年
月
日

平
成
十
年
二
月
二
十
八
日

奈
良
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
旨
を
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、

同
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
た
日
を
も
っ
て
当
該
宅
地

建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

平
成
十
四
年
十
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

商
号
又
は
名
称

合
同
殖
産
株
式
会
社

二

代
表
者
氏
名

前
田
幸
司

三

免
許
番
号

奈
良
県
知
事
（
三
）
第
二
八
八
七
号

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

岸
田

圭
介

大
和
高
田
市
大
字
大
谷
四
四
一

番
地
の
一

き
し
だ
鍼
灸
整
骨
院

大
和
高
田
市
大
字
大
谷
四
四
一
番

地
の
一

平
成
十
四
年
七
月
三
十
日

野
村

忠
寿

北

城
郡
広
陵
町
平
尾
五
五
七

一

豊
徳
館
野
村
整
骨
院

北

城
郡
広
陵
町
平
尾
五
五
七

一

平
成
十
四
年
八
月
二
十
四

日

山
崎

智
哉

大
和
郡
山
市
新
紺
屋
町
二

一

や
ま
さ
き
接
骨
院

大
和
郡
山
市
新
紺
屋
町
二

一

平
成
十
四
年
八
月
二
十
六

日

西
村

幸
雄

橿
原
市
西
池
尻
町
五

二

一

六

西
村
マ
ッ
サ
ー
ジ
治
療
セ
ン
タ
ー

橿
原
市
西
池
尻
町
五

二

一
六

平
成
十
四
年
九
月
二
日

西
畑

弘
毅

大
和
郡
山
市
池
ノ
内
町
四
四
八

五

に
し
は
た
整
骨
院

大
和
郡
山
市
小
泉
町
一

街
区
七

一

平
成
十
四
年
九
月
九
日

医

療

機

関

の

名

称

医

療

機

関

の

所

在

地

廃

止

年

月

日

下
村
医
院

北

城
郡
当
麻
町
当
麻
四
一

三

平
成
十
四
年
八
月
三
十
一

桜
本
歯
科
医
院

大
和
高
田
市
神
楽
二

一
三

四

高
田
パ
イ
ン
ヒ
ル
ズ
一
階

平
成
十
四
年
八
月
三
十
一

日 日



四

免
許
年
月
日

平
成
十
一
年
一
月
八
日

奈
良
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
旨
を
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、

同
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
た
日
を
も
っ
て
当
該
宅
地

建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

平
成
十
四
年
十
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ト
ウ
シ
ン

二

代
表
者
氏
名

松
田
福
子

三

免
許
番
号

奈
良
県
知
事
（
一
）
第
三
三
六
五
号

四

免
許
年
月
日

平
成
十
一
年
八
月
四
日

奈
良
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
、
奈
良
県
郡
山
土
木
事
務
所
長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
十
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

指
定
の
場
所
（
平
成
十
四
年
九
月
三
日
現
在
の
地
番
に
よ
る
。
）

生
駒
郡
斑
鳩
町
目
安
北
二
丁
目
三
六
五
番
地
ノ
一
の
一
部

二

申
請
者
氏
名

奥
野
繁
良

三

申
請
者
住
所

生
駒
郡
斑
鳩
町
目
安
北
三
丁
目
三
番
二
四
号

四

道
路
の
幅
員

四
・
二

メ
ー
ト
ル

五

道
路
の
延
長

三
二
・
六
六
メ
ー
ト
ル

六

指
定
年
月
日

平
成
十
四
年
九
月
六
日

七

指
定
番
号

郡
土
第
一
四

七
号

奈
良
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
、
奈
良
県
郡
山
土
木
事
務
所
長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
十
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

指
定
の
場
所
（
平
成
十
四
年
九
月
十
日
現
在
の
地
番
に
よ
る
。
）

大
和
郡
山
市
柳
町
字
大
職
冠
五
六
八
番
地
ノ
四
、
五
七
九
番
地
ノ
四
、
五
八

番
地
ノ
二
、
五
八

番
地
ノ
三
及
び
五
八

番
地
ノ
六
の
各
一
部
並
び
に
南
郡
山
町
字
大
職
冠
六
五
九
番
地
ノ
二
の
一

部
二

申
請
者
氏
名

株
式
会
社
奈
良
プ
ラ
ザ

代
表
取
締
役

河
合
浩

三

申
請
者
住
所

奈
良
市
西
城
戸
町
一
番
地
ノ
四

四

道
路
の
幅
員

四
・
三

メ
ー
ト
ル

五

道
路
の
延
長

三
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル

六

指
定
年
月
日

平
成
十
四
年
九
月
十
七
日

七

指
定
番
号

郡
土
第
一
四

八
号

奈
良
県
告
示
第
三
百
四
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
、
奈
良
県
高
田
土
木
事
務
所
長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
十
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

指
定
の
場
所
（
平
成
十
四
年
九
月
十
三
日
現
在
の
地
番
に
よ
る
。
）

北

城
郡
上
牧
町
大
字
中
筋
出
作
一
四
八
番
地
ノ
一
の
一
部
及
び
一
四
九
番
地
ノ
一

二

申
請
者
氏
名

セ
イ
ワ
建
設

代
表
者

辻
本
利
治

三

申
請
者
住
所

北

城
郡
上
牧
町
上
牧
三
七
五
番
地
ノ
二

四

道
路
の
幅
員

四
・
五
二
メ
ー
ト
ル

五

道
路
の
延
長

三
三
・
七
七
五
メ
ー
ト
ル

六

指
定
年
月
日

平
成
十
四
年
九
月
二
十
四
日

七

指
定
番
号

高
土
第
一
三
一
七
号

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報



介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

平
成
十
四
年
十
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

公

告

指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
事
業

者
の
氏
名
又

は
名
称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
の
住
所

又
は
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

事
業
所
の
名

称

事
業
所
の
所
在

地

居
宅
サ
ー
ビ

ス
の
種
類

指
定
年
月

日

医
療
法
人
榎

本
医
院

御
所
市
戸
毛
一
一

三

医
療
法
人
榎

本
医
院

御
所
市
戸
毛
一

一
三

訪
問
介
護

平
成
十
四

年
九
月
一

日

株
式
会
社
エ

バ
カ
ラ
ー
現

像
所

大
阪
市
浪
速
区
桜

川
三

一

二
八

ふ
れ
ん
ど
エ

バ
奈
良
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

大
和
郡
山
市
南

郡
山
町
二
一
二

一

訪
問
介
護

平
成
十
四

年
九
月
一

日

有
限
会
社
堀

天
理
市
櫟
本
町
三

二
一

四

ケ
ア
セ
ン
タ

ー
心

天
理
市
櫟
本
町

三
二
一

四

訪
問
介
護

平
成
十
四

年
九
月
一

日

有
限
会
社
す

ず
ら
ん
デ
リ

バ
リ
ー
サ
ー

ビ
ス

生
駒
郡
斑
鳩
町
服

部
一

八

一
五

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

す
ず
ら
ん

生
駒
郡
斑
鳩
町

服
部
一

八

一
五

訪
問
介
護

平
成
十
四

年
九
月
一

日

株
式
会
社
キ

ボ
ウ

生
駒
郡
平
群
町
西

宮
二

六

二
一

サ
ン
ロ
ー
ゼ
竜

田
川
一

一
号

キ
ボ
ウ
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

生
駒
郡
平
群
町

西
宮
二

六

二
一

サ
ン
ロ

ー
ゼ
竜
田
川
一

一
号

訪
問
看
護

平
成
十
四

年
九
月
一

日

有
限
会
社
ま

ほ
ろ
ば
大
和

橿
原
市
川
西
町
二

二
六

三

橿
原
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
百
楽
殿

橿
原
市
川
西
町

二
二
六

三

通
所
介
護

平
成
十
四

年
九
月
一

日

有
限
会
社
グ

ラ
ス
ル
ー
ツ

奈
良
市
三
条
栄
町

八

二

三

六

さ
く
ら
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

奈
良
市
大
宮
町

四

二
五
八

五

福
祉
用
具
貸

与

平
成
十
四

年
九
月
一

日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
な

ら
福
祉
介
護

ネ
ッ
ト

奈
良
市
四
条
大
路

二

二

一
三

特
定
非
営
利

活
動
法
人
な

ら
福
祉
介
護

ネ
ッ
ト

奈
良
市
四
条
大

路
二

二

一

三

二
階

訪
問
介
護

平
成
十
四

年
九
月
五

日

近
鉄
ス
マ
イ

ル
株
式
会
社

大
阪
市
天
王
寺
区

上
本
町
六

一

五
五

近
鉄
ス
マ
イ

ル
北
登
美
ヶ

丘
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

奈
良
市
北
登

美
ヶ
丘
二

一

五

七

福
祉
用
具
貸

与

平
成
十
四

年
九
月
五

日

市
民
生
活
協

同
組
合
な
ら

コ
ー
プ

奈
良
市
恋
の
窪
一

二

二

な
ら
コ
ー
プ

ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ
ー
ビ
ス

奈
良
市
恋
の
窪

一

二

二

訪
問
介
護

平
成
十
四

年
九
月
十

七
日

社
会
福
祉
法

人
な
ら
の
は

奈
良
市
神
功
四

二
五

九

な
ら
の
は
サ

ポ
ー
ト
セ
ン

奈
良
市
神
功
四

二
五

一

訪
問
介
護

平
成
十
四

年
九
月
十



介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

平
成
十
四
年
十
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

タ
ー

平
城
第
一
団
地

第
一
号
棟
一

五
号

七
日

有
限
会
社
ナ

チ
ュ
ラ
ル
ポ

ジ
シ
ョ
ン

生
駒
市
北
大
和
三

九

五

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ひ
よ
こ
ハ
ウ

ス

大
和
郡
山
市
小

泉
町
一
六

二

一

訪
問
介
護

平
成
十
四

年
九
月
十

七
日

指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
者
の
名
称

指
定
居
宅
介
護
支
援

事
業
者
の
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

有
限
会
社
誠
和
医

科
学

奈
良
市
右
京
四

四

二

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
あ
す

か
田
原
本

磯
城
郡
田
原
本
町

阪
手
八
四
五

平
成
十
四
年

九
月
一
日

市
民
生
活
協
同
組

合
な
ら
コ
ー
プ

奈
良
市
恋
の
窪
一

二

二

市
民
生
活
協
同

組
合
な
ら
コ
ー

プ
ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ
ー
ビ
ス

奈
良
市
恋
の
窪
一

二

二

平
成
十
四
年

九
月
一
日

近
鉄
ス
マ
イ
ル
株

式
会
社

大
阪
市
天
王
寺
区
上

本
町
六

一

五
五

近
鉄
ス
マ
イ
ル

北
登
美
ヶ
丘
ケ

奈
良
市
北
登
美
ヶ

丘
二

一
五

七

平
成
十
四
年

九
月
五
日

ア
セ
ン
タ
ー

有
限
会
社
ナ
チ
ュ

ラ
ル
ポ
ジ
シ
ョ
ン

生
駒
市
北
大
和
三

九

五

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
ひ
よ

こ
ハ
ウ
ス

大
和
郡
山
市
小
泉

町
一
六

二

一

平
成
十
四
年

九
月
十
七
日

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
五
條
市
に

お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
十
四
年
十
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

五
條
市

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
二
年
六
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日
ま
で

三

成
果
の
名
称

五
條
市
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

五
條
市
東
阿
田
町
の
一
部
の
地
域

五

認
証
年
月
日

平
成
十
四
年
九
月
二
十
六
日

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
次
の
と
お

り
行
い
ま
し
た
。

平
成
十
四
年
十
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

処
分
を
し

た
年
月
日

処
分
を
受

け
た
者
の

主
た
る
営
業
所

の
所
在
地

代
表
者
の

氏
名

許
可
番
号

処
分
の
原

因
と
な
っ

処
分

の
内



都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
四
年
十
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
八
月
二
十
六
日
第
七

五
九
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
九
月
二
十
七
日
第
五
七

七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

大
和
郡
山
市
池
沢
町
九

番
地
ノ
七

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
阪
市
西
区
靱
本
町
二
丁
目
四
番
一
一
号

太
陽
東
洋
酸
素
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

川
口
恭
史

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
八
月
十
六
日
第
七

三
七
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
九
月
二
十
七
日
第
五
七

八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

北

城
郡
新
庄
町
東
室
一
九
六
番
地
の
一
部
、
一
九
七
番
地
及
び
一
九
八
番
地
ノ
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北

城
郡
新
庄
町
東
室
三
四
番
地

吉
田
勝
治

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
七
月
十
八
日
第
七

四

号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
九
月
二
十
七
日
第
五
七

九
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
九
月
二
十
七
日
第
三
六
八
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

香
芝
市
別
所
一
八

番
地
ノ
二
の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
阪
市
中
央
区
上
汐
二
丁
目
二
番
一
号

株
式
会
社
ジ
ョ
ー
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

城
下

堅
司

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

香
芝
市
別
所
一
八

番
地
ノ
二
の
一
部

下
水
道

香
芝
市
別
所
一
八

番
地
ノ
二
の
一
部

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
七
月
十
八
日
第
七

四
一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
九
月
二
十
七
日
第
五
七
一

号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
九
月
二
十
七
日
第
三
六
八
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

名
称

た
事
実

容

平
成
十
四

年
九
月
二

十
五
日

株
式
会
社

藤
井
建
築

御
所
市
茅
原
三

三

一

藤
井
昭
五

奈
良
県
知
事
許
可

（
般
・
特

九
）

第
五
九
四
七
号

破
産

許
可

の
取

消
し

平
成
十
四

年
九
月
二

十
五
日

増
田
建
設

桜
井
市
大
泉
八

三
二

増
田

実

奈
良
県
知
事
許
可

（
般

一
一
）
第

五
五
一
六
号

破
産

許
可

の
取

消
し

平
成
十
四

年
九
月
二

十
五
日

ゆ
ず
り
は

建
装

奈
良
市
四
条
大

路
南
町
一
四

七

杠
芙
美
雄

奈
良
県
知
事
許
可

（
般

九
）
第
九

七
七
号

破
産

許
可

の
取

消
し



香
芝
市
別
所
一
八

番
地
ノ
二
の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
阪
市
中
央
区
上
汐
二
丁
目
二
番
一
号

株
式
会
社
ジ
ョ
ー
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

城
下

堅
司

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

香
芝
市
別
所
一
八

番
地
ノ
二
の
一
部

下
水
道

香
芝
市
別
所
一
八

番
地
ノ
二
の
一
部

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
三
月
十
二
日
第
六
八

一
七
一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
九
月
二
十
七
日
第
五
七
一
一
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
九
月
二
十
七
日
第
三
六
九

号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

生
駒
市
荻
原
町
三
六
番
地
ノ
一
八
、
三
六
番
地
ノ
一
九
、
三
六
番
地
ノ
二

、
三
六
番
地
ノ
二
一
、

三
六
番
地
ノ
二
二
、
三
六
番
地
ノ
二
三
及
び
三
六
番
地
ノ
二
四

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

生
駒
市
荻
原
町
一

番
地
ノ
五

有
限
会
社
都
住
宅

代
表
取
締
役

小
林
豊
明

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

生
駒
市
荻
原
町
三
六
番
地
ノ
二
四

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
七
月
九
日
第
七

二
五
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
第
五
七
一
二
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
第
三
六
九
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

北

城
郡
新
庄
町
大
字

木
一
三
八
番
地
及
び
一
三
九
番
地
の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
和
高
田
市
西
町
三

二
九

株
式
会
社
末
裕
住
建

代
表
取
締
役

山
下

栄
行

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

北

城
郡
新
庄
町
大
字

木
一
三
八
番
地
及
び
一
三
九
番
地
の
各
一
部

公
園

北

城
郡
新
庄
町
大
字

木
一
三
九
番
地
の
一
部

下
水
道

北

城
郡
新
庄
町
大
字

木
一
三
八
番
地
及
び
一
三
九
番
地
の
各
一
部

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
桜
井
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
四
年
十
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
一
月
七
日
桜
土
第
三
四

八
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
八
月
二
十
七
日
桜
土
第
五
四

七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

高
市
郡
高
取
町
大
字
清
水
谷
一
三

番
地
ノ
一
一
七
、
一
三

番
地
ノ
一
一
八
、
一
三

番
地
ノ
四
八
七
及
び
一
三

番
地
ノ
四
八
八

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

橿
原
市
八
木
町
三
丁
目
一
七
七
番
地

奈
良
県
開
発
事
業
協
同
組
合

代
表
理
事

小
林
喬

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
一
月
七
日
桜
土
第
三
四

九
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
九
月
三
日
桜
土
第
五
四

八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

高
市
郡
高
取
町
大
字
清
水
谷
一
三

番
地
ノ
一
四
四
、
一
三

番
地
ノ
一
四
五
、
一
三

番
地
ノ
一
四
六
、
一
三

番
地
ノ
一
四
七
、
一
三

番
地
ノ
四
七
五
、
一
三

番
地
ノ
四
七

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報



奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

【
定

価
】

一
か
月

九
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
十
二
円
（
共
に
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